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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 

X
（
旧
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
日
１
１
月
２
８
日
は
ブ

ラ
ッ
ク
フ
ラ
イ
デ
ー
で
す
。 

 
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ラ
イ
デ
ー
の

セ
ー
ル
期
間
中
は
ゆ
う
パ
ッ

ク
が
多
い
日
が
続
き
、
来
週

に
は
お
歳
暮
ゆ
う
パ
ッ
ク
の

最
繫
忙
に
突
入
し
ま
す
。
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
流
行
し
て

い
ま
す
の
で
体
調
管
理
に
気

を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 

 

厚
生
労
働
省
は
２
１
日
、

正
規
・
非
正
規
労
働
者
の
不

合
理
な
待
遇
差
を
禁
じ
る

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に

つ
い
て
、
事
業
主
が
守
る
べ

き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し

案
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

同
一
労
働
同
一
賃
金
は
２

０
２
０
年
施
行
の
働
き
方
改

革
関
連
法
の
柱
の
一
つ
で
、

施
行
後
５
年
で
見
直
す
規
定

と
な
っ
て
い
て
、
今
回
の
見

直
し
案
公
表
と
な
り
ま
し
た
。 

今
回
追
記
さ
れ
た
７
項
目

は
退
職
金
や
賞
与
、
各
種
手

当
な
ど
様
々
の
最
高
裁
判
例

を
踏
ま
え
て
追
記
し
た
も
の

で
、
合
わ
せ
て
「
不
合
理
と

認
め
ら
れ
る
待
遇
の
相
違
の

解
消
に
お
け
る
留
意
事
項
」

も
明
記
さ
れ
ま
し
た
。 

最
高
裁
判
例
の
中
に
は
、

私
た
ち
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
が
格

差
是
正
を
求
め
て
た
た
か
っ

た
「
郵
政
労
契
法
２
０
条
裁

判
」
の
判
例
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
追
記
さ
れ
た
分
を
抜

粋
し
て
掲
載
し
ま
す
。 

尚
、
※
は
郵
政
労
契
法
２

０
条
裁
判
最
高
裁
判
決
を
う

け
て
会
社
が
就
業
規
則
な
ど

制
度
改
定
を
行
っ
た
も
の
で

す
。（
一
部
判
決
前
に
施
行
） 

 

家
族
手
当  

「
労
働
契
約
の
更
新
を
繰
り

返
し
て
い
る
等
、
相
応
に
継

続
的
な
勤
務
が
見
込
ま
れ 

る
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働

者
に
は
、
通
常
の
労
働
者
と

同
一
の
家
族
手
当
を
支
給 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、

日
本
郵
便
（
大
阪
）
事
件
最

高
裁
判
決
を
踏
ま
え
て
追
記

さ
れ
て
い
ま
す
。 

※
家
族
手
当
に
該
当
す
る

扶
養
手
当
は
２
０
２
０
年
４

月
の
制
度
改
正
に
よ
り
ア
ソ

シ
エ
イ
ト
社
員
に
も
支
給
さ

れ
て
い
ま
す
。
支
給
額
は
正

社
員
の
約
８
割
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

 

病
気
休
職 

「
通
常
の
労
働
者
に
病
気
休

職
期
間
に
係
る
給
与
の
保
障

を
行
う
場
合
に
は
、
労
働
契

約
の
更
新
を
繰
り
返
し
て
い

る
等
、
相
応
に
継
続
的
な
勤

務
が
見
込
ま
れ
る
短
時
間
・

有
期
雇
用
労
働
者
に
も
、
通

常
の
労
働
者
と
同
一
の
給
与

の
保
障
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」、
と
日
本
郵
便
（
東

京
）
事
件
最
高
裁
判
決
を
踏

ま
え
て
追
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
判
決
は
病
気
休
暇
中
の
給

与
の
保
障
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
、
病
気
休
職
に
係
る
現

行
の
記
載
に
追
記
す
る
形
で

記
載
し
た
も
の
で
す
。 

※
２
０
２
２
年
５
月
よ
り

制
度
改
正
に
よ
り
、
ア
ソ
シ

エ
イ
ト
社
員
に
も
有
給
の
病

気
休
暇
が
付
与
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 

夏
季
冬
季
休
暇  

「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働

者
に
も
、
通
常
の
労
働
者
と

同
一
の
夏
季
冬
季
休
暇
を 

付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
日
本
郵
便
（
佐
賀
）

事
件
最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え

て
追
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

※
２
０
２
３
年
１
０
月
１

日
よ
り
制
度
改
正
に
よ
り
、

期
間
雇
用
社
員
に
も
夏
期
冬

期
休
暇
各
１
日
付
与
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

以
上
の
よ
う
に
郵
政
労
契

法
２
０
条
裁
判
で
は
、
法
案

に
影
響
を
あ
た
え
る
よ
う
な

勝
利
判
決
を
勝
ち
取
り
ま
し

た
。
一
方
、
正
規
、
非
正
規

の
格
差
が
大
き
い
一
時
金

（
賞
与
）、
退
職
金
に
関
し
て

は
勝
利
判
決
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
ず
、
依
然
格
差
は

残
っ
た
ま
ま
で
す
。 

今
回
の
見
直
し
案
で
は

「
通
常
の
労
働
者
の
労
働
条

件
を
不
利
益
に
変
更
す
る
こ

と
な
く
、
改
善
を
図
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
」
と
明
記
さ

れ
ま
し
た
。 

会
社
が
行
っ
た

夏
期
冬
期
休
暇
付
与
日
数
是

正
で
の
正
社
員
付
与
数
削
減

は
こ
の
趣
旨
に
反
し
ま
す
。 

郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
、
こ
れ

か
ら
も
正
社
員
の
待
遇
切
り

下
げ
・
不
利
益
変
更
を
許
さ

ず
、
真
の
正
規
・
非
正
規
の

格
差
是
正
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 

ＮＯ．４６００ 

`25 年1１月28 日（金） 

℡･Fax 095-828-1953 

  文責 支部書記長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

同一労働同一賃金ガイドライン 見直し（案） 

（３） 不合理と認められる待遇の相違の解消等に当たり、就

業規則の変更により労働条件を変更する場合の留意事項 

  

通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者

との間の不合理と認められる待遇の相違の解消等の目的

は、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者の待遇の改善

であり、その目的に鑑みれば、当該待遇の相違の解消等に

当たっては、通常の労働者の労働条件を不利益に変更する

ことなく、短時間・ 有期雇用労働者及び派遣労働者の労働

条件の改善を図ることが求められる。  

その上で、事業主が、通常の労働者と短時間・有期雇用労

働者及び派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の

相違の解消等に対応するため、やむを得ず、就業規則を変

更することにより、その雇用する労働者の労働条件を不利

益に変更する場合、労働契約法第９条の規定に基づき、原則

として、労働者と合意する必要がある。（中略）ただし、基本

的に、こうした対応は、望ましい対応とはいえないことに留

意すべきである。 


